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基労補発第0925002号
平成15 年9月25 日
都道府県労働局労働基準部労災補償課長殿

厚生労働省労働基準局労災補償部
補償課長

ヘルペス脳炎に係る事案の業務上外につい
て

標記について、岐阜労働局労働基準部労
災補償課長から別紙１のとおり照会があり、
別紙２のとおり回答したので了知されたい。

（別紙１）
事務連絡
平成15 年9 月8 日
厚生労働省労働基準局労災補償部
補償課長殿

岐阜労働局労働基準部
労災補償課長
（公印省略）

ヘルペス脳炎に係る事案の業務上外につい
て（照会）

当局管内の○○労働基準監督署において、
業務による疲労の蓄穣により「ヘルペス脳
炎」を発症し、障害が残存したとして障害補
償給付の請求がなされた事案について、下
記により取り扱ってよろしいか、照会いた
します。

記

１　事案の概要
講求人 ○○○○（昭和○○年○○

月○○日生）
疾患名 ヘルペス脳炎
発病年月日 平成○○年○○月○○日前

後
請求年月日 平成○○年○○月○○日

２　発症の状況
請求人は、平成○○年○○月から現場所
長として建設工事に従事していたものであ
るが、風邪気味の状態で過重な業務に従事
していたところ、疲労が蓄積し、平成○○年
○○月○○日、ヘルペス脳炎を発症したも
のである。その後、平成○○年○○月○○日
に症状固定と診断されたため、残存した高
次脳機能障害について障害補償給付の請求
に及んだものである（詳細は別添のとお
り。）。
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３　本事案に係る業務上外の判断について
ヘルペス脳炎について、業務とヘルペス
ウィルス感染との因果関係について検封す
ると、一般成人のほとんどに単純ヘルペス
ウィルスが潜伏感染しているものであり、
請求人の業務にヘルペスウィルス感染の危
険があったものとは認められない。また、業
務による疲労・ストレスの蓄積とヘルペス
脳炎との間に相当因果関係があるとは認め
られない。よって、本件ヘルペス脳炎につい
ては業務上の疾病とは認められず、当該疾
病の残存障害である高次脳機能障害につい
ては不支給処分としてよろしいか。
（別添　略）

（別紙２）
基労補発第09250O1号
平成15 年9月25 日
岐阜労働局労働基準部
労災補償課長殿

厚生労働省労働基準局労災補償部
補償課長

ヘルペス脳炎に係る事案の業務上外につい
て（回答）

平成15 年9 月8 日付け事務連絡をもって
照会のありました標記について、貴見のと
おり取り扱われたい。
なお、ヘルペス脳炎と業務との関係につ
いては、現在の医学的知見に基づけば別添
のとおり整理されるものであるので参考と
されたい。

（別添）
ヘルペス脳炎と業務との関係について

１　ヘルペス脳炎の病態等

成人のヘルペス脳炎は、通常、単純ヘルペ
スウィルス１型による感染の結果として起
こり、単発性に発生し、側頭葉・大脳辺縁系
が好発部位で出血壊死傾向が強い。
単純ヘルペスウィルスには、１型（ＨＳＶ
１）と２型（ＨＳＶ２）があり、成人の脳炎
は１型により発病することが多く、２型に
よるものはまれであるとされている。また
２型によるものは良性の脊髄炎・髄膜炎の
型をとるとされ、症状も異なるので、以下単
純ヘルペスウィルス１型によるヘルペス脳
炎について詳述する。
単純ヘルペスウィルスは、自然界に広く
分布し、人・サルを中心とした哺乳類のほと
んどに見出されている。このような事情に
より、一般成人の60 ～90％は単純ヘルペス
ウィルスの保有者であり、ウィルスが潜伏
している場所は通常三叉神経節であるとさ
れている。
初感染は 9 0％以上が不顕性に経過する。
体内に潜伏（潜伏感染・無症状感染）した
ウィルスは、発熱・紫外線・ストレス・疲労
等の誘因により再発（再燃）型の発症を示
す。代表的な病像は歯肉口内炎で、口腔粘膜
の至るところに疼痛を伴う２～３㎜の浅い
潰瘍を形成する。ヘルペス脳炎は、まれな病
型で、我が国の発症者数は、年間200 ～300
名程度とされている。
ヘルペス脳炎の発症機序（発生病理）は、
ほとんど明らかになっておらず、単純ヘル
ペスウィルスが三叉神経節から神経系を介
して脳に到達するということが推測されて
いるが、裏付けとなる所見はほとんど得ら
れていない。
ヘルペス脳炎の症状は、急性脳炎の症状
をきたす者、亜急性の経過をとる者と様々
であるが、頭痛・発熱・せん妄・幻視・異常
行励・記憶障害等が認められる。全死亡率は
30 ～70％程度とされており、生存者にも著
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明な記憶障害等の重篤な後遺症を残すこと
が多い。ヘルペス脳炎の診断は、髄液の抗Ｈ
ＳＶ１抗体の上昇（４倍以上）を確認し、脳
波異常、ＣＴスキャンにおける側頭葉、大脳
辺縁系の病変等を確認することにより行わ
れる。

２　ヘルペス脳炎の発症要因に関する知見
前述の通り、一般成人の60 ～90％は単純
ヘルペスウィルスの保菌者（潜伏感染保有
者）であるとされており、ウィルスが何らか
の経路に沿って脳に到達し、ヘルペス脳炎
を発症するものとされている。疱疹（小水庖
が集合した炎症性疾患）等、皮膚・粘膜系の
ヘルペスについては、発熱・紫外線・ストレ
ス・疲労・月経等がその発症要因としてあげ
られているが、ヘルペス脳炎については、そ
のほとんどの症例において発症要因が不明
である。大多数の例で他疾患や免疫不全を
伴わない健常人に発生していることから、
皮膚・粘膜系のヘルペスにおける発症要因
がそのまま当てはまるかどうかについては、
不明である。
アメリカのエイズ患者調査においてもヘ
ルペス脳炎の発症例は少ないと報告されて
いる（1979 ～1984 年の128例中８例。これ
は、免疫力低下の著しいエイズにおいてさ
え、ヘルペス脳炎を発症するものはまれで
あることを裏付けており、従って、免疫力の
低下がヘルペス脳炎発症の要因となるもの
であるかどうかは不明である。
また、前述の通り、一般成人の60 ～90％
が単純ヘルペスウィルスの保菌者（潜伏感
染・無症状感染者）である一方、ヘルペス脳
炎の発症者は年間200～300名程度と発症率
が極めて低い。
国内外の過去15 年間のヘルペス脳炎に関
する報告を検索しても、ストレス・過労から
免疫力低下に至り、ヘルペス脳炎を発症し

たとする報告はないとされている。すなわ
ち、業務に起因するストレス・過労による免
疫力低下により、これらが発症したもので
あると判断する根拠は得られていない。

３　業務とヘルペス脳炎との因果関係の考
え方
前記１・２のとおり、一般成人のほとんど
に単純ヘルペスウィルスが潜伏感染してい
るものであり、業務により単純ヘルペス
ウィルス感染を起こすものではないこと。
また、単純ヘルペスウィルスが脳へ進入し、
脳炎を発症するという発症機序についても、
その経路及ぴ発症の要因・誘因は全く不明
とされており、業務が発症に関与するもの
であるとの医学的知見は得られていないこ
と。
さらに、長時間労働による過労・ストレス
の蓄積・身体状態とヘルペス脳炎の発症と
の関連については、前記１・２の通り、①単
純ヘルペスウィルスは一般成人の60 ～90％
に潜伏感染しているのに対し、ヘルペス脳
炎の発症は年間200～300人程度と少ないこ
と、②過労・ストレスがヘルペス脳炎発症の
要因となっていたとする医学的根拠は全く
得られていないこと、③免疫力低下の著し
いエイズにおいてさえ、ヘルペス脳炎を発
症するものは約６％で極めて少ないとの調
査結果があり、免疫力の低下をヘルペス脳
炎発症の要因とすることはできないこと等
から、過労・ストレス・免疫力低下によりヘ
ルペス脳炎を発症するものとは考えられな
い。
以上のことから、現在の医学的知見にお
いては、業務とヘルペス脳炎との間の因果
関係を肯定する要素は認められないもので
ある。
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（図１）
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（図２）

2008年７月20日
読売新聞
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クボタショックから3 年尼崎集会2008 年6 月28 日
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野崎朋未さん（左）と土井雅子さん
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2008-06-24　毎日労働ニュース　

全国労働安全衛生センター連絡会議の機関誌「安全センター情報｣は、運動・行政・研究な
ど各分野の最新情報の提供、動向の解説、問題提起や全国各地・世界各地の状況など、

他では得られない情報を満載しています。
●1 部：800 円　●購読会費：１部年額10,000 円

●申し込み：全国安全センターTel:03-3636-3882/Fax:03-3636-3881
E-mail:joshrc@jca.apc.org http://www.jca.apc.org/joshrc/
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2008 年7月25 日　毎日新聞
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